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第 1 章 目的 

本手順書は、災害支援ナース制度の法制化（医療法第 30 条の 12 の 6）に基づき、新

潟県からの要請により被災地域へ災害支援ナースを派遣する際の調整業務を円滑に行う

ことを目的とする。 

厚生労働省が作成した「災害支援ナース活動要領」及び日本看護協会が定める「災害

支援ナース派遣調整マニュアル」に基づき、それを補完するものとし、新潟県内の派遣

調整実務に必要な事項を明文化する。 
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第２章 災害支援ナース派遣の基本的な考え方 

１ 災害支援ナースの派遣調整 

大規模自然災害の発生時および新興感染症の発生・まん延時（以下災害等発生時とい

う）、災害支援ナースは、「災害支援ナース活動要領」に則り、新潟県からの要請により派

遣される。 

災害支援ナースは原則、各都道府県内の活動を原則とするが、単独の都道府県のみでは    

対応できないような大規模災害が発生した場合、被災都道府県の要請により、他の都道府

県から災害支援ナースを被災地に派遣する（災害対策基本法 74 条）。 

新潟県からの派遣要請時、迅速に災害支援ナースの派遣を調整し、看護支援活動が実践

できるよう、日本看護協会と新潟県看護協会、災害支援ナースが所属する施設（以下「協

定締結施設」という）、新潟県との連携・連絡体制を整備しておく。 

なお、災害支援ナースの県外派遣調整は、日本看護協会が厚生労働省医政局から派遣調

整の実務の委託を受けて実施する。 

 

２ 災害支援ナース派遣の仕組み 

 災害支援ナース派遣の仕組みは、「災害支援ナース活動要領（令和 6 年 3 月 29 日）」に

示されている災害等発生時の対応に示されている。災害支援ナースの派遣には、次の３つ

のケースが想定される。 

(1) 県内で災害等が発生 

①  県内災害支援ナースで対応可能な場合 

②  甚大な被害のため、県内災害支援ナースのほかに、日本看護協会 ・厚生労働省に他   

都道府県の災害支援ナースの派遣を要請する場合 

(2) 県外で災害等が発生 

① 他都道府県で災害等が発生し日本看護協会・厚生労働省から新潟県看護協会・新潟

県に災害支援ナースの派遣要請があった場合  

 

 

  



5 

 

 

 

３ 災害支援ナースの活動 

災害支援ナースの活動時期と派遣期間、活動場所、活動内容等は被災都道府県に設置さ

れた保健医療福祉調整本部での保健医療福祉活動の総合調整に基づき決定する。 

大規模自然災害発生時では、亜急性期（発災後 3 日以降から 1 か月間程度）を目安とし、

原則として移動時間を含めた 3 泊 4 日を 1 クールとする。また、活動場所までの移動時間

や交通事情等により、派遣期間に加えて前後泊が必要となる場合がある。 

新興感染症発生・まん延時では、原則として 2 週間程度を 1 クールとする。また、必要

に応じて、通常業務への復帰可否を確認する期間を別途設け、派遣期間に含む。 

 

４ 災害支援ナース派遣にあたっての留意事項 

 (1) 災害支援ナースの派遣調整 

 新潟県看護協会は、県内派遣、県外派遣いずれの場合も、新潟県と協定を締結して

いる施設に所属する災害支援ナースの派遣調整を行い、協定締結施設所属外の災害支

援ナースは派遣調整対象としない。 

(2) 災害支援ナースの交通・宿泊先の確保 

災害支援ナースは、出発時から活動場所までの移動手段、宿泊先については各自で

確保することを原則とする。また、新潟県看護協会は日本看護協会から提供される活

災害支援ナース派遣の仕組み（災害発生時の対応）災害支援ナース活動要領（令和７年 12 月 23 日）P9 
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動場所等の情報を伝達し、交通や宿泊先の確保を支援する。 

 (3) 活動中に必要な物品 

 災害支援ナースが活動中に使用する物品は、協定締結施設または災害支援ナース自

身で確保する。また、災害等の種類、派遣場所、季節等に応じて柔軟に対応する。 

必要な物品例は別表１のとおりである。なお、新潟県看護協会が備えた物品につい

ては貸し出すことができる。（別表２） 

 

別表１：災害支援ナース必要物品の例 

 区分 品名 

個
人
が
準
備 

安全装備 ヘルメット 

ヘッドランプ、ヘッドランプ用乾電池等 

帽子 

軍手 

靴底の厚いスニーカー等 

携行 キャリーバッグやリュック 

ウエストバッグ等貴重品入れ 

災害支援ナース身分証 

携帯電話 

予備バッテリー 

腕時計（秒針あり） 

常備薬 

保険証 

現金（小銭を含む） 

避難所用室内用シューズ 

ゴミ袋 

食料 保存食 

保存水 

生活装備 生活用品（着替え、タオル、衛生用品など） 

雨具（雨カッパなど） 

※虫よけスプレー 

※防寒着 

使い捨てカイロ 

寝具 

寝袋 

防災用のアルミシートなど 
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救急 救急セット 

文具 文房具 

※季節に応じて必要時 

所
属
施
設
が
準
備 

感染対策 マスク（サージカルマスク、 

N95 

手袋 

プラスチックエプロン 

手指消毒剤 

※※活動場所に応じた物品 

 

別表２：県看護協会から貸出可能物品 

  

 

  

  物品名 数量 

1 ペンライト・専用電池（単 3 2 本） 1 

2 血圧計（医療用：タイコス） 1 

3 聴診器 1 

4 電子体温計 1 

5 パルスオキシメーター（1 台） 1 

6 ヘルメット（別袋） 1 

7 ヘッドライト、専用電池（単 4 3 本） 1 

8 災害看護用ベスト・ジャケット 31 

9 ヘルメット（状況に応じて着用） 3 

10 寝袋 10 
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第３章 関係機関の役割  

１ 新潟県 

・厚生労働省へ被災状況等に関する報告、災害支援ナースの派遣の決定、県外派遣必要

時に厚生労働省への要請 

・新潟県看護協会に災害支援ナースの派遣調整を依頼 

・新潟県看護協会の調整結果を受けて、協定締結施設に災害支援ナースの派遣を要請（依

頼） 

・災害支援ナースの活動に要した費用の負担 

 

２ 新潟県看護協会 

・災害等発生時に、日本看護協会から発信された情報を新潟県および協定締結施設と共

有 

・災害支援ナースの派遣調整業務 

 

３ 協定締結施設 

・災害等発生時に、新潟県看護協会から発信された情報を災害支援ナースと共有 

・新潟県看護協会の派遣調整依頼を受け、所属する災害支援ナースの意思の確認、施設

内の派遣調整 

・支援活動に必要な物品用意の支援 

 

４ 災害支援ナース 

・災害等発生時に、新潟県看護協会から発信された情報を所属施設と共有 

・派遣の受諾 

・支援活動に必要な物品の用意、交通手段、宿泊施設の手配 

  



9 

 

第４章 派遣調整の流れ（災害発生時等の対応） 

１ 災害等発生時の連絡 

  災害等発生時の派遣調整時の連絡手段は、原則としてメールで行い、補完的に電話、

FAX、その他の情報共有ツールを使用する。 

また、他のメールと区分するために標題には【災害派遣調整】を付けることとする。 

  

(1) 大規模災害の発生した都道府県看護協会は被災状況等の情報収集を行い、「災害状

況連絡票」を作成し、日本看護協会へメール送信を行う。連絡票の作成・メール送

信が困難な場合は、電話や情報共有ツール等で日本看護協会へ連絡する。 

(2) 日本看護協会看護開発部は、被災都道府県看護協会から「災害状況連絡票」を受理

し、危機担当理事に報告する。危機対策本部が設置されている場合は、危機対策本

部に報告する。 

(3) 日本看護協会は「災害状況連絡票」の内容をもとに、「災害発生に関する報告書」

を作成し、都道府県看護協会へメール送信を行う。 

 

日本看護協会の連絡 

連絡用紙 送信→受信 備考 

災害状況連絡票 被災都道府県看護協会

→日本看護協会 

 

災害支援ナース派遣要請依頼票 被災都道府県看護協会

→日本看護協会 

 

災害支援ナース派遣候補者リスト 派遣都道府県看護協会

→日本看護協会 

 

災害発生に関する報告書 日本看護協会→ 

都道府県看護協会 

災害状況連絡票を受けて

発出 

災害支援ナース派遣要請依頼票 日本看護協会→ 

派遣都道府県看護協会 

災害支援ナース派遣要請

依頼票を受けて発出 

災害支援ナース派遣シフト表 日本看護協会→ 

派遣都道府県看護協会 

災害支援ナース派遣候補

者リストを受けて発出 

災害支援ナース派遣決定・活動報

告 

日本看護協会→ 

都道府県看護協会 

 

災害支援ナース活動終了報告 日本看護協会→ 

都道府県看護協会 
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新潟県看護協会が定める様式 

連絡用紙 様式 送信→受信 備考 

災害支援ナース派遣候補者リスト D 県看護協会 

⇔協定締結施設・県 

 

災害支援ナース 災害看護支援活

動報告用紙 

６ 災害支援ナース→ 

県看護協会 

 

 

２ 県内派遣時の対応 

手順 実施主体 内容 様式・文書 備考 

発災 県 

県看護協会 

県及び県看護協会は情報収集

する 

  

① 県 

→県看護協会 

県は災害状況から派遣の要否

を判断し、県看護協会へ調整

指示を発出する 

  

② 県 

→協定締結施設 

県は協定締結施設に対して、

災害支援ナース派遣を決定

し、併せて派遣調整は県看護

協会が行うことを通知する 

  

③ 県看護協会 

→日本看護協会 

県看護協会は日本看護協会に

災害状況を報告する 

災害状況連絡票  

④ 県看護協会 

→協定締結施設 

県看護協会は協定締結施設に

派遣可能者の照会する  

様式 D 

（ 派 遣 照 会 ）

  

パスワード設定 

回答期限は概ね

24 時間後 

⑤ 協定締結施設 

→県看護協会 

協定締結施設は候補者情報を

県看護協会へ回答（氏名・期

間）する 

様式 D 

（ 候 補 者 リ ス

ト） 

パスワード設定 

⑥ 県看護協会 

→協定締結施設 

県協会は派遣者選定、派遣候

補者リストを作成し協定締結

施設に提示する 

協定締結施設は候補者の意思

を確認し、派遣に同意する  

様式 D 

（県協会で調整

したリスト） 

パスワード設定 

回答期限から概

ね４時間以内 

派遣リストから

漏れた施設に対

して不要となっ

たことを連絡す

る 

⑦ 県看護協会 県協会は派遣候補者リストを 様式 D パスワード設定 
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→県 県に報告する （県協会で調整

したリスト） 

 

⑧ 県 

→協定締結施設 

県は協定締結施設に派遣を依

頼する 

（派遣依頼） 

 

費用支弁の承認

含む 

⑨ 災害支援ナース 

協定締結施設 

活動準備（持参物・交通・宿

泊）と派遣実施 

（持参物品） 宿泊・交通は原

則本人手配 

⑩ 災害支援ナース 現地集合・活動開始・記録作

成 

（活動記録）  

⑪ 災害支援ナース 

→県看護協会 

→日本看護協会  

派遣者（災害支援ナース）は

活動終了報告を県協会に提出

する 

県協会は、日本看護協会に報

告する 

様式６ 

 

 

 

災 害 支 援 ナ ー

ス・協定締結施

設は県に旅費等

を請求する 

３ 県外派遣時の対応 

手順 実施主体 内容 様式・文書 備考 

発災 厚労省 

日本看護協会 

情報収集   

① 日本看護協会 

→県看護協会 

→県・協定締結施

設 

県・県看護協会及び協定締結

施設は日本看護協会から提供

された情報を共有し・都道府

県外派遣の要否を確認する 

県看護協会と協定締結施設は

派遣調整準備を開始する 

災害状況連絡票 

（第 1 報） 

被災都道府県看

護協会から報告

により、派遣の

要否が判断され

る 

② 厚労省 

→ 日本看護協会・ 

県 

被災都道府県からの要請に基

づき、派遣調整を依頼する 

  

③-1 日本看護協会 

→県看護協会 

→県 

日本看護協会は県看護協会に

災害支援ナース派遣要請する

（活動場所、現地で連絡を取

る相手、活動場所情報等） 

県看護協会は災害支援ナース

の派遣要請があったことを県

に報告する 

災害状況連絡票

（第 2 報以降） 

派遣調整依頼  

 

 

派遣調整依頼に

は支援内容・人

数・期間を含む 

③-2 県 

→県看護協会 

県は派遣の可否を判断し、派

遣調整を県看護協会に指示す

る（依頼） 

 日本看護協会の

依頼と相違ない

ことを確認する 
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④ 県 

→協定締結施設 

県は協定締結施設に対して、

災害支援ナース派遣を決定

し、併せて派遣調整は県看護

協会が行うことを通知する 

  

⑤ 県看護協会 

→協定締結施設 

県看護協会は協定締結施設に

派遣可能者を照会する  

派遣調整依頼 

様式 D 

（派遣照会） 

様式 D はパス

ワード設定 

回答期限は概ね

24 時間後 

⑥ 協定締結施設 

→県看護協会 

協定締結施設は候補者情報を

県看護協会へ回答する （氏名・

期間） 

様式 D 

（ 候 補 者 リ ス

ト） 

パスワード設定 

⑦ 県看護協会 

→協定締結施設 

（派遣施設） 

県協会は派遣者選定、派遣候

補者リストを作成し協定締結

施設へ送信する 

協定締結施設は派遣候補者の

意思を確認し派遣に同意する  

様式 D 

（県協会で調整

したリスト） 

回答期限から概

ね４時間以内 

派遣リストから

漏れた施設に対

して不要となっ

たことを連絡す

る 

⑧ 県看護協会 

→日本看護協会 

県看護協会は派遣候補者リス

トを日本看護協会に報告する 

災害支援ナース

派遣候補者リス

ト 

 

⑨ 日本看護協会 

→県看護協会 

日本看護協会が派遣者決定 

派遣シフト表を発信する 

災害支援ナース

派遣シフト表 

 

⑩ 県看護協会 

→県・協定締結施

設 

日本看護協会が作成した派遣

者シフト表を確認し、県及び

協定締結施設に発信する 

現地までの移動手段を確認す

る 

災害支援ナース

派遣シフト表 

活動場所、現地

連絡先・担当者、

その他現地情報

を通知 

⑪ 県→協定締結施設 派遣を依頼する 

 

（ 派 遣 依 頼 ）

  

費用支弁の承認

含む 

⑫ 災害支援ナース・

協定締結施設 

活動準備（持参物・交通・宿

泊）  

（持参物品） 

（活動記録等様

式） 

宿泊・交通は原

則本人（派遣施

設）手配 災害支援ナース 現地集合、活動開始、記録作

成・報告 

⑬ 日本看護協会 

→県看護協会 

→県・協定締結施

日本看護協会は災害支援ナー

ス派遣決定・活動報告を発信

する 

  



13 

 

設 日本看護協会からの情報を県

看護協会は県・協定締結施設

と共有する 

⑭ 日本看護協会 

→県看護協会 

→県・協定締結施

設 

日本看護協会は被災地からの

派遣要請終了を受け、県看護

協会に連絡する 

県看護協会は県、協定締結施

設へ連絡する 

  

⑮ 災害支援ナース・

協定締結施設 

県看護協会 

県 

日本看護協会 

災害支援ナース（協定締結施

設）は活動終了(帰還)を県看

護協会に報告する 

県看護協会は派遣者の帰還を

日本看護協会・県に報告する 

日本看護協会は災害支援ナー

スの活動終了を報告する 

県看護協会は日本看護協会の

活動終了報告を県・協定締結

施設に知らせる 

様式６ 

 

 

 

 

災 害 支 援 ナ ー

ス・協定締結施

設は県に旅費等

を請求する 
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第５章 安全・費用・報告 

１ 保険と安全管理 

(1) 保険 

新潟県は、看護支援活動中（出発地と被災地等との移動を含む。）の事故等による

損害を補償する。 

また、災害支援ナースは 第三者に損害を与えた場合に備えて、災害等発生時の看

護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度の加入が推奨される。 

(2) 終了後の支援 

派遣された災害支援ナースにとって、日常と異なる活動は、心身への負担を与える

ことが考えられる。協定締結施設および県看護協会は災害支援ナースの帰還後に、健

康状態の確認のための機会を設け、活動のフォローアップを行う。 

また、活動終了後に感染症の発症が判明した際は、新潟県看護協会と日本看護協会

で情報を共有する。その際、新潟県看護協会や日本看護協会は、同時期に活動した災

害支援ナースや関係機関へ連絡し、必要な支援を行う。 

２ 費用負担 

 交通費、宿泊費、日当、医療資材費、および PCR 検査にかかる費用は原則として

新潟県が支弁する。 

 

３ 報告書提出 

派遣者は災害支援ナース 災害支看護支援活動報告用紙（様式６）を記入し、新潟

県看護協会へ提出する。 

新潟県看護協会が内容を確認し、日本看護協会へ一括報告する。  
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第６章 各種様式 
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第７章 附則 

本手順書は制度改正・運用変更に応じて改訂する。 

 

資料： 

令和 7 年 12 月 23 日付け医政地発 1223 第 1 号 医政看発 1223 第１号 

「災害支援ナース活動要領の一部改正について」 


